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2 参考データ等

別添資料のとおり

通信事業者等、ストーカー行為等に利用されるサービスの提供を行う関係事業者に対して、被害者の求めに応じ
て、当該ストーカー行為等が行われることを防止するなど適切な措置を講ずるよう、積極的に働きかけを行う。

男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 に 関 す る 施 策 の 方 向 性 等 に つ い て

警察庁作成

施 策 名 (６) ストーカー行為等への対策の推進

ストーカー行為等への厳正な対処

ストーカー規制法の適正な運用の推進

配偶者暴力防止事案へのストーカー規制法の積極的な活用

配偶者からの暴力による被害者や被害者の親族、友人、支援者等に対し、ストーカー規制法の制度について説明
し、その求めに応じて、ストーカー規制法に基づき加害者へ警告等を行うこと等により、被害者及びその親族等のよ
り効果的な保護に努める。

ストーカー事案により厳正かつ迅速に対処できるよう、ストーカー規制法の積極的な適用に努める。

被害者の立場に立った、より適切かつ適正な支援・相談、捜査活動が実施できるよう、相談員や捜査員の意識の涵
養、専門的能力の向上に努める。

被害者の支援及び防犯対策

関係機関等の緊密な連携による被害者救済の充実

都道府県警察、地方公共団体、関係機関、民間カウンセラー等で構成される連絡協議会における必要な連携の強
化を図る。

関係事業者による支援のための働きかけ

被害者の立場に立った適切、適正な対応の推進
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平 成 1 7 年 １ 月
警 察 庁

ストーカー事案の対応状況について

１ ストーカー事案の認知状況
平成１２年１１月２４日（ストーカー規制法の施行日）から１５年末までに、
各都道府県警察が取り扱い、ストーカー事案認知原票を作成し警察庁に報告
があったストーカー事案の累計は、４０，８８９件となっている。

累 計平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年
２，２８０ １４，６６２ １２，０２４ １１，９２３ ４０，８８９

注１）平成１２年は、１１月２４日（法施行日）から１２月３１日までの間
注２）ストーカー事案認知原票は、「ストーカー規制法に抵触する事案のほか、刑罰法令
に抵触すると抵触しないとを問わず、執拗なつきまといや無言電話による嫌がらせの
行為のともなう事案を認知した場合」に作成し、同一の被害者と行為者間の行為であ
れば、複数回相談を受けたときにおいても１件として計上している。

２ ストーカー規制法の適用状況

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 対前年増減数（％） 法施行後の累計12 13 14 15
警 告 117 871 965 1,169 +204 3,122(＋21.1)
禁止命令等 2 36 32 24 - 8 94(－25.0)

80 719 677 856 +179 2,332警察本部長等の援助 (＋26.4)
検 挙 22 142 178 192 + 14 534(＋ 7.9)

22 131 170 185 + 15 508ストーカー行為罪 (＋ 8.8)
0 11 8 7 - 1 26禁止命令等違反 (－12.5)

注１）平成１２年は、１１月２４日（法施行日）から１２月３１日までの間

警察本部長等の援助については、被害を自ら防止するための措置の教示が
７３２件、次いで防犯ブザー等の被害防止物品の貸出しが４４７件となって
いる。（複数計上）

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 対前年増減数（％） 法施行後の累計12 13 14 15
38 348 410 743 +333 + 1,539被害防止措置の教示 ( 81.2)

（法第７条第１項）
7 99 54 78 + 24 + 238被害防止交渉に必要な事 ( 44.4)

（規則９条１号)項の連絡
1 45 39 50 + 11 135行為者の氏名及び連絡先 (＋28.2)

の教示（規則９条２号)
20 124 106 129 + 23 379被害防止交渉に関する助 (＋21.7)

言（規則９条３号）
2 16 10 18 + 8 46民間組織の紹介 (＋80.0)

（規則９条４号）
18 137 110 111 + 1 376警察施設の利用 (＋ 0.9)

（規則９条５号）
41 370 415 510 + 95 1,336物品の教示又は貸出し (＋22.9)

（規則９条６号）
5 41 21 12 9 79警告を実施した旨の書面 － (－42.9)

の交付（規則９条７号）
16 104 127 69 58 316その他被害防止のための － (－45.7)

援助（規則９条８号）
注１）規則とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則（平成１２年
国家公安委員会規則第１８号）をいう。
注２）平成１２年は、１１月２４日（法施行日）から１２月３１日までの間
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３ ストーカー規制法以外の対応状況
（１）他法令による検挙状況

平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 対前年増減数（％）
( 12.5)総 数 104 921 758 663 - 95 -
( 171.4)殺 人 2 13 7 19 + 12 +

± (± 0 )強 姦 0 15 11 11 0
( 20.0)暴 行 8 40 45 36 - 9 -
( 9.7)傷 害 14 176 144 130 - 14 -
( 29.3)脅 迫 18 145 99 70 - 29 -

強 要 15
恐 喝 14
窃 盗 19

± (± 0 )強制わいせつ 2 14 8 8 0
( 12.2)住居侵入 16 124 98 110 + 12 +
( 53.3)逮捕監禁 6 23 15 23 + 8 +
( 8.7)名誉毀損 2 25 23 25 + 2 +

業務妨害 1
( 33.3)器物損壊 14 96 99 66 - 33 -
( 23.1)暴処法違反 3 15 13 10 - 3 -
( 5.6)軽犯罪法違反 4 17 18 17 - 1 -
( 40.9)迷惑防止条例違反 2 14 22 13 - 9 -
( 17.9)銃刀法違反 0 37 28 23 - 5 -

その他 13 167 128 53
注１）各都道府県警察が取扱い、警察庁に報告があった平成１２年中２,２８０件、

１３年中１４,６６２件、１４年中１２,０２４件､１５年中１１,９２３件につ
いて分析した。

注２）平成１２年は、１１月２４日（法施行日）から１２月３１日までの間
注３）「その他」には、青少年保護育成条例違反、覚せい剤取締法違反、放火等が
含まれる。また、平成１４年までの「その他」には、強要、恐喝、窃盗、業務
妨害が含まれる。

注４）未遂のある罪については未遂を含む。

（２） その他の対応

平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 対前年増減数（％）
( 8.6)被害者への防犯指導 1,262 7,668 6,233 6,770 +537 +
( 1.2)行為者への指導警告 313 2,416 2,286 2,313 + 27 +
( 9.9)パトロール 204 1,061 918 1,009 + 91 +
(－64.8)他機関等への引継ぎ 47 256 128 45 - 83

その他 763
注１）各都道府県警察が取扱い、警察庁に報告があった平成１２年中２,２８０件、

１３年中１４,６６２件、１４年中１２,０２４件、１５年中１１,９２３件につ
いて分析した。

注２）平成１２年は、１１月２４日（法施行日）から１２月３１日までの間
注３）「他機関等」は、保健所、婦人相談所、医療機関等を計上している。
注４）「その他」は、平成１５年から計上し、保護、入院措置等を計上している。
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４ ストーカー事案の分析結果（平成１５年中）
都道府県警察が取り扱い、ストーカー事案認知原票を作成し警察庁に報告

があった１１,９２３件（ストーカー規制法の目的要件に該当しない事案８１
１件及び動機が不明である１，２５８件を含む。）について分析した。

（１）被害者の性別
性 別 件 数 （％）
女 性 １０,８２６（９０.８）
男 性 １,０９７（ ９.２）

（２）被害者の年齢
年 齢 件 数 （％）
～１９歳 １,０６８（ ９.３）

２０～２９歳 ４,６９２（４０.７）
３０～３９歳 ３,３０７（２８.７）
４０～４９歳 １,５４４（１３.４）
５０～５９歳 ７２０（ ６.２）
６０～６９歳 １６９（ １.５）
７０歳～ ２４（ ０.２）
注）年齢が不明である５９件及びストーカー規制法第２条第１項にいう「特定の者
と社会生活において密接な関係を有する者」が被害者である３４０件を除く。

（３）行為者の性別
性 別 件 数 （％）
女 性 ９９９（ ８.９）
男 性 １０,２２０（９１.１）

注）行為者が不明である７０４件を除く。

（４）行為者の年齢
年 齢 件 数 （％）
～１９歳 ２８６（ ３.２）

２０～２９歳 ２,３６４（２６.８）
３０～３９歳 ２,６７６（３０.３）
４０～４９歳 １,７１４（１９.４）
５０～５９歳 １,３２１（１５.０）
６０～６９歳 ３８３（ ４.３）
７０歳～ ９０（ １.０）
注）年齢が不明である３,０８９件を除く。

（５）「特定の者」と行為者との関係
ストーカー規制法第２条第１項にいう「特定の者」と行為者（判明して

いるものに限る。）との関係は、交際相手（元を含む。）が６,０４５件
（５６.１％）、配偶者（内縁・元を含む。）が１,４２０件（１３.２％）
と、恋愛関係にあったものだけで、６９.３％を占める。
被害者が面識のない者によるものは８２０件（７.６％）であり、全体の

９２.４％が面識のある者による行為となっている。

行為者との関係 件 数 （％）
配偶者 １,４２０（１３.２）(内縁・元を含む)

交際相手 ６,０４５（５６.１）(元を含む)

その他家族 ２３（ ０.２）
その他同居人 ８（ ０.１）
知人友人 １,２５４（１１.６）
勤務先同僚 ３３９（ ３.１）
その他職場関係者 ５５２（ ５.１）
面識なし ８２０（ ７.６）
その他 ３１７（ ２.９）
注１）行為者が不明である１,１４５件を除く。
注２）「その他」は、通勤途中で見かけたことのある者、客として来店したことが

ある者等を計上している。
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（６）動機
動機（判明しているものに限る。）は、好意の感情によるものが６,３６

１件（５９.６％）と最も多く、次いで好意の感情が満たされなかったこと
に対する怨恨の感情が３,４９３件（３２.８％）となっており、好意の感
情に端を発するもの（ストーカー規制法の目的要件に該当するもの）が９
２.４％を占めている。

動 機 件 数 （％）
好意の感情 ６,３６１（５９.６）
好意が満たされず怨恨の感情 ３,４９３（３２.８）
精神障害（被害妄想含む） ６８（ ０.６）
職場トラブル ７（ ０.１）
商取引上トラブル １２（ ０.１）
その他怨恨の感情 １５８（ １.５）
その他 ５６６（ ５.３）
注１）動機が不明である１,２５８件を除く。
注２）「その他」は、「商取引上トラブル」に該当しない金銭トラブル、離婚に伴

うトラブル等を計上している。

（７）行為形態別発生状況（複数計上）
行為形態をストーカー規制法第２条第１項の号別に分析した結果、つき

まとい等（１号）が６,１０５件（５１.２％）と最も多く、次いで面会・
交際等の要求（３号）が５,９４５件（４９.９％）、無言電話、連続電話
等（５号）が３,６６３件（３０.７％）となっている。

行 為 形 態 件 数 （％）
つきまとい、待ち伏せ等（１号） ６,１０５（５１.２)
監視している事項の告知等（２号） ７７４（ ６.５)
面会、交際等の要求（３号） ５,９４５（４９.９)
著しく粗野又は乱暴な言動（４号） ２,１０６（１７.７)
無言電話、連続電話等（５号） ３,６６３（３０.７)
汚物等の送付等（６号） １３６（ １.１)
名誉を害する事項の告知等（７号） ８２２（ ６.９)
性的しゅう恥心を害する告知等（８号) ７３９（ ６.２)
その他 ６１９（ ５.２)
注１）割合は、認知件数１１,９２３件中の割合を算出したもの。
注２）「その他」は、各号に該当しない品物の送りつけ、メールの送信、迷惑電話

等を計上している。


